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法
的
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
論
の
新
展
開
（
一
）

─
リ
バ
タ
リ
ア
ン
・
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
論
の
含
意
と
法
規
制

─

瀬

戸

山

晃

一

は

じ

め

に

一

行
動
経
済
学
が
生
ん
だ
「
リ
バ
タ
リ
ア
ン
・
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
論
」

二

リ
バ
タ
リ
ア
ン
・
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
論
の
基
本
認
識

（
１
）
デ
フ
ォ
ル
ト
設
定
と
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
不
可
避
性

（
２
）
リ
バ
タ
リ
ア
ン
・
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
論
の
人
間
像

（
３
）
非
強
制
的
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
（
選
択
の
自
由
と
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
両
立
可
能
性
）

三

リ
バ
タ
リ
ア
ン
・
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
論
の
知
的
戦
略

（
１
）
デ
フ
ォ
ル
ト
・
ル
ー
ル
（
初
期
設
定
）
か
ら
の
離
脱
（
オ
プ
ト
・
ア
ウ
ト
）
の
自
由

（
２
）
ワ
ン
ク
リ
ッ
ク
・
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
（
選
ば
な
い
自
由
の
保
証
戦
略
）

（
３
）
現
状
維
持
バ
イ
ア
ス
と
同
調
性

四

パ
タ
ー
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
「
ナ
ッ
ジ
」

（
１
）
ナ
ッ
ジ

（
２
）
パ
タ
ー
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
ナ
ッ
ジ
が
必
要
な
場
面

法的パターナリズム論の新展開（一）
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（
３
）
ナ
ッ
ジ
の
具
体
例

五

リ
バ
タ
リ
ア
ン
・
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
斬
新
性
と
意
義
（
以
上
本
号
）

（
１
）
リ
バ
タ
リ
ア
ン
・
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
概
念
定
義
上
の
位
置
づ
け

（
２
）
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
強
要
の
回
避
（
多
様
な
個
性
と
生
き
方
の
尊
重
）

（
３
）
行
き
過
ぎ
た
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
へ
の
セ
イ
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト

（
４
）
新
た
な
第
三
の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
（
良
き
統
治
と
し
て
の
リ
バ
タ
リ
ア
ン
・
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
論
）

は

じ

め

に

法
学
や
政
治
学
、
あ
る
い
は
生
命
倫
理
学
な
ど
に
お
い
て
、
対
象
と
す
る
テ
ー
マ
は
異
な
れ
、
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
は
、
個
人
の
自
由

（
自
己
決
定
）
や
行
動
に
対
す
る
規
制
や
介
入
な
ど
の
法
政
治
政
策
の
在
り
方
や
射
程
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
避
け
て
通
れ
な
い
重
要

な
主
題
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
本
稿
の
目
的
は
、
法
学
政
治
学
や
経
済
学
の
周
辺
で
近
年
議
論
を
巻
き
起
こ
し
て
い
る
リ
バ
タ
リ
ア
ン
・

パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
（Libertarian

Paternalism

）
を
取
り
上
げ
、
そ
の
着
想
と
戦
略
の
主
張
内
容
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ

ま
で
の
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
論
へ
の
含
意
を
探
求
す
る
こ
と
に
あ
る
。

周
知
の
よ
う
に
、
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
は
、
人
間
の
自
己
決
定
や
行
動
が
本
人
自
身
に
危
害
を
与
え
る
こ
と
を
防
止
し
た
り
、
本
人
自

身
の
福
利
を
増
進
す
る
な
ど
、
被
介
入
者
「
本
人
の
た
め
」
と
い
う
根
拠
や
動
機
付
け
の
も
と
に
、
個
人
の
自
由
や
自
己
決
定
に
対
す

る
介
入
・
干
渉
・
規
制
・
制
約
・
配
慮
を
指
す
原
理
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
公
共
の
福
祉
や
第
三
者
に
対
す
る
危
害
を
防
止
し
た
り
、

社
会
の
健
全
な
道
徳
維
持
の
た
め
に
為
さ
れ
る
法
的
規
制
や
介
入
と
は
区
別
さ
れ
る
概
念
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
は
、

法
学
（
主
と
し
て
法
哲
学
・
憲
法
学
・
医
事
法
学
・
刑
法
学
・
少
年
法
学
・
民
法
学
・
労
働
法
学
な
ど
）
や
政
治
哲
学
、
そ
し
て
社
会

論 説
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哲
学
や
政
策
学
、
医
療
や
生
命
倫
理
な
ど
の
様
々
な
文
脈
で
議
論
さ
れ
て
き
て
い
る
。
そ
の
議
論
は
、
古
く
は
一
九
世
紀
の
ジ
ョ
ン
・

ス
チ
ュ
ア
ー
ト
・
ミ
ル
（John

Stuart
M
ill

）
の
『
自
由
論
』
で
の
危
害
防
止
原
理
の
主
張
に
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
英
米

圏
の
法
理
論
で
は
一
九
七
〇
年
代
初
め
以
降
に
、
国
内
で
は
そ
れ
ら
の
議
論
を
踏
ま
え
一
九
八
〇
年
代
初
頭
以
降
、
盛
ん
に
議
論
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
後
、
一
九
九
〇
年
代
後
半
よ
り
米
国
を
中
心
に
認
知
心
理
学
の
知
見
を
経
済
学
に
導
入
し
た
行
動
経
済

学
の
洞
察
を
法
学
に
応
用
し
た
行
動
心
理
学
的
『
法
と
経
済
学
』
と
い
う
理
論
潮
流
が
現
れ
、
筆
者
は
、
そ
こ
に
お
け
る
パ
タ
ー
ナ
リ

ズ
ム
論
へ
の
含
意
に
つ
い
て
考
察
し
た
一
連
の
拙
稿
を
二
〇
〇
一
年
か
ら
二
〇
〇
四
年
に
か
け
て
『
阪
大
法
学
』
そ
の
他
に
て
発
表
し

た
。本

稿
で
は
、
以
下
、
そ
の
後
の
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
論
の
展
開
と
し
て
「
リ
バ
タ
リ
ア
ン
・
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
」
を
取
り
上
げ
、
ま
ず

そ
の
知
的
洞
察
と
戦
略
の
ポ
イ
ン
ト
を
整
理
し
た
う
え
で
、
そ
れ
ら
の
主
張
に
対
し
提
示
さ
れ
て
い
る
疑
念
や
反
論
、
及
び
リ
バ
タ
リ

ア
ン
・
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
陣
営
か
ら
の
応
答
を
検
討
し
、
リ
バ
タ
リ
ア
ン
・
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
論
が
、
規
制
の
在
り
方
に
い
か
な
る
含

意
と
意
義
を
有
し
て
い
る
か
探
求
し
た
い
と
考
え
る
。

一

行
動
経
済
学
が
生
ん
だ
「
リ
バ
タ
リ
ア
ン
・
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
論
」

二
〇
〇
三
年
一
月
に
米
国
ワ
シ
ン
ト
ン
Ｄ
Ｃ
で
開
催
さ
れ
た
に
ア
メ
リ
カ
経
済
学
会
百
十
五
回
学
術
大
会
で
、
行
動
心
理
学
的
『
法

と
経
済
学
』（B
ehavioral

Law
and

E
conom

ics

）
の
主
要
論
客
で
あ
る
、
キ
ャ
ス
・
Ｒ
・
サ
ン
ス
テ
イ
ン
（C

ass
R
.
Sunstein

）

と
リ
チ
ャ
ー
ド
・
セ
イ
ラ
ー
（R

ichard
H
.
T
haler

）
は
、「
リ
バ
タ
リ
ア
ン
・
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
」
を
発
表
す
る
。
そ
の
短
い
ペ
ー

パ
ー
を
発
展
さ
せ
た
「
リ
バ
タ
リ
ア
ン
・
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
は
撞
着
語
法
で
は
な
い
」
と
い
う
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
論
考
が
二
〇
〇

三
年
秋
の
シ
カ
ゴ
大
学
ロ
ー
レ
ビ
ュ
ー
に
お
い
て
世
に
問
わ
れ
、
米
国
を
中
心
に
大
き
な
反
響
を
呼
び
お
こ
し
て
き
て
い
る
。
サ
ン
ス

（
１
）

（
２
）

（
３
）

（
４
）

（
５
）

（
６
）

（
７
）

（
８
）

（
９
）

（

）
１０
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テ
イ
ン
と
セ
イ
ラ
ー
両
教
授
は
、
こ
れ
ら
の
論
文
を
一
般
読
者
向
け
に
豊
富
な
具
体
例
と
と
も
に
分
か
り
や
す
く
論
述
し
た
『
ナ
ッ

ジ
』
を
二
〇
〇
八
年
に
出
版
す
る
。
そ
こ
で
の
議
論
は
、
サ
ン
ス
テ
イ
ン
教
授
が
、
法
哲
学
・
社
会
哲
学
国
際
学
会
連
合
（
Ｉ
Ｖ
Ｒ
）

日
本
支
部
並
び
に
日
本
法
哲
学
会
が
主
催
す
る
『
第
九
回
神
戸
レ
ク
チ
ャ
ー
』
の
講
師
と
し
て
来
日
し
、
京
都
大
学
に
て
二
〇
〇
八
年

六
月
九
日
の
セ
ミ
ナ
ー
が
、「
リ
バ
タ
リ
ア
ン
・
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
」
を
テ
ー
マ
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
日
本
の
法
哲
学

を
中
心
と
し
た
法
学
研
究
者
間
で
注
目
を
集
め
る
に
い
た
っ
て
い
る
。『
ナ
ッ
ジ
』
は
、
出
版
翌
年
二
〇
〇
九
年
七
月
に
は
翻
訳
書
が
出

版
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
日
本
に
お
い
て
、
行
動
経
済
学
の
勃
興
や
法
と
行
動
経
済
学
の
パ
イ
オ
ニ
ア
で
あ
り
、
リ
バ
タ
リ
ア

ン
・
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
主
要
論
客
で
あ
る
キ
ャ
ス
・
サ
ン
ス
テ
イ
ン
来
日
以
来
、
法
哲
学
者
や
憲
法
学
者
を
中
心
に
リ
バ
タ
リ
ア

ン
・
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
を
め
ぐ
る
議
論
が
俄
か
に
広
が
り
始
め
て
い
る
。
リ
バ
タ
リ
ア
ン
・
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
論
は
、
以
下
に
み
て
い

く
よ
う
に
、
行
動
経
済
学
の
様
々
な
洞
察
や
知
見
に
基
づ
い
て
議
論
や
戦
略
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。

二

リ
バ
タ
リ
ア
ン
・
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
論
の
基
本
認
識

（
１
）
デ
フ
ォ
ル
ト
設
定
と
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
不
可
避
性

サ
ン
ス
テ
イ
ン
教
授
ら
は
、
制
度
設
計
や
法
政
策
を
考
え
る
政
治
家
や
役
人
や
政
府
な
ど
の
規
制
当
局
を
「
選
択
ア
ー
キ
テ
ク
ト

（
設
計
者
）」
と
呼
び
、
そ
も
そ
も
完
全
に
中
立
的
な
政
策
は
あ
り
得
な
い
と
認
識
し
て
い
る
。
そ
し
て
ど
の
み
ち
ど
れ
か
の
政
策
や
制

度
を
設
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
人
々
の
福
利
や
厚
生
を
増
進
し
、
多
く
の
人
々
が
望
む
よ
う
な
選
択
肢
を
デ
フ
ォ
ル

ト
と
し
て
用
意
し
、
望
ま
し
い
方
向
へ
ナ
ッ
ジ
す
る
パ
タ
ー
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
配
慮
や
政
策
を
実
施
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
し
て

い
る
。
ま
た
現
実
の
人
々
は
、
そ
の
よ
う
な
望
ま
し
い
選
択
肢
を
デ
フ
ォ
ル
ト
と
し
て
設
定
す
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
場
合
も
少
な
く

な
い
と
い
う
（N

U
D
G
E ,
2009

R
evised

pp.40-104,

邦
訳
第
二
章
─
五
章
）。
適
切
な
デ
フ
ォ
ル
ト
の
設
定
の
仕
方
（
制
度
設
計
者
の

（

）
１１

（

）
１２

（

）
１３

（

）
１４

（

）
１５

論 説
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選
択
ア
プ
ロ
ー
チ
）
と
し
て
は
、
①
も
し
明
確
な
選
択
が
要
求
さ
れ
た
り
顕
示
さ
れ
た
場
合
に
大
多
数
の
人
々
が
選
択
す
る
で
あ
ろ
う

選
択
肢
を
デ
フ
ォ
ル
ト
と
す
る
「
市
場
模
倣
ア
プ
ロ
ー
チ
」、
②
こ
の
市
場
模
倣
が
難
し
い
場
合
に
は
、
人
々
に
自
ら
の
選
択
肢
を
明
確

に
す
る
よ
う
に
強
い
る
「
能
動
的
選
択
要
求
ア
プ
ロ
ー
チ
」、
③
デ
フ
ォ
ル
ト
の
設
定
か
ら
の
離
脱
者
が
最
小
化
さ
れ
る
よ
う
な
設
定

を
デ
フ
ォ
ル
ト
と
し
て
設
定
す
る
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
。

（
２
）
リ
バ
タ
リ
ア
ン
・
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
論
の
人
間
像

リ
バ
タ
リ
ア
ン
・
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
論
が
想
定
す
る
人
間
像
は
、
行
動
経
済
学
が
想
定
す
る
限
定
さ
れ
た

機

機

機

機

機

「
合
理
性
」
と
限
定
さ
れ

機

機

機

機

た機

「
意
志
力
」
と
限
定
さ
れ
た

機

機

機

機

機

「
自
己
利
益
」
を
有
し
た
「
生
き
た
人
間
（
ヒ
ュ
ー
マ
ン
）」
で
あ
る
。
ヒ
ュ
ー
マ
ン
は
、
現
状
維
持

バ
イ
ア
ス
、
錯
覚
、
ア
ン
カ
リ
ン
グ
、
フ
レ
ー
ミ
ン
グ
効
果
（
メ
ニ
ュ
ー
依
存
性
）、
ヒ
ュ
ー
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
（
利
用
可
能
性
や
代
表
制
）、

楽
観
主
義
や
自
信
過
剰
、
損
失
回
避
性
な
ど
の
傾
向
や
バ
イ
ア
ス
に
よ
り
、
判
断
の
誤
り
を
犯
し
た
り
す
る
現
実
を
直
視
す
る
。
そ
し

て
自
ら
が
行
う
あ
ら
ゆ
る
選
択
に
つ
い
て
深
く
考
え
る
余
裕
の
な
い
複
雑
な
世
界
に
対
処
し
よ
う
と
す
る
多
忙
な
人
間
を
想
定
し
て
い

る
（N

U
D
G
E ,
2009

R
evised

pp.17-39,

邦
訳
第
一
章
「
バ
イ
ア
ス
と
誤
謬
」）。

（
３
）
非
強
制
的
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
（
選
択
の
自
由
と
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
両
立
可
能
性
）

リ
バ
タ
リ
ア
ン
・
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
論
が
、
議
論
を
巻
き
起
こ
し
、
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
で
あ
る
理
由
は
、
二
〇
〇
三
年
に
出
さ
れ

た
論
文
の
タ
イ
ト
ル
「
リ
バ
タ
リ
ア
ン
・
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
は
撞
着
語
法
で
は
な
い
」
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
リ
バ
タ
リ
ア
ン
（
自

由
至
上
主
義
）
は
、
通
常
「
選
択
の
自
由
」
の
保
証
を
理
論
の
至
上
命
題
と
し
、
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
を
最
も
拒
絶
す
る
立
場
で
あ
る
と

思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
サ
ン
ス
テ
イ
ン
教
授
と
セ
イ
ラ
ー
教
授
は
、「
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
は
必
ず
強
制
を
伴
う
」
と
い
う
認
識
は
誤
解

で
あ
る
と
し
、
リ
バ
タ
リ
ア
ン
の
立
場
か
ら
も
選
択
の
自
由
を
保
証
す
る
一
定
の
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
は
、
許
容
可
能
で
あ
る
と
し
て
い

る
。
も
ち
ろ
ん
、
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
は
、
本
人
の
意
思
に
反
し
て
強
制
的
に
自
己
決
定
を
否
定
し
た
り
、
一
定
の
行
動
を
禁
止
す
る

（

）
１６

法的パターナリズム論の新展開（一）
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強
制
的
な
バ
ー
ジ
ョ
ン
も
あ
る
。
ま
た
何
ら
か
の
理
由
で
判
断
能
力
が
欠
如
し
た
り
、
任
意
性
や
自
発
性
が
阻
害
さ
れ
て
い
る
場
合
に

介
入
す
る
ソ
フ
ト
・
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
い
う
バ
ー
ジ
ョ
ン
も
あ
る
。
サ
ン
ス
テ
イ
ン
教
授
ら
が
主
張
す
る
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
は
、
任

意
的
な
判
断
能
力
を
有
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
限
定
的
な
合
理
性
を
有
す
る
現
実
の
人
間
（
ヒ
ュ
ー
マ
ン
）
を
想
定
し
た
状
況
で
の

非
強
制
的
な
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
で
あ
る
。

三

リ
バ
タ
リ
ア
ン
・
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
論
の
知
的
戦
略

（
１
）
デ
フ
ォ
ル
ト
・
ル
ー
ル
（
初
期
設
定
）
か
ら
の
離
脱
（
オ
プ
ト
・
ア
ウ
ト
）
の
自
由

リ
バ
タ
リ
ア
ン
・
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
論
が
、
戦
略
と
し
て
導
入
す
る
の
が
、「
デ
フ
ォ
ル
ト
・
ル
ー
ル
（
初
期
設
定
）」
や
「
オ
プ
ト
・

ア
ウ
ト
」
と
言
っ
た
概
念
装
置
で
あ
る
。
介
入
者
側
で
何
か
を
強
制
す
る
の
で
は
な
く
、
ス
タ
ー
ト
地
点
で
望
ま
し
い
と
思
わ
れ
る
選

択
肢
を
初
期
値
と
し
て
用
意
し
、
人
々
が
様
々
な
情
報
を
入
手
し
て
検
討
を
加
え
、
自
ら
の
価
値
観
と
選
好
に
基
づ
き
、
自
分
に
と
っ

て
最
も
合
理
的
で
適
切
な
判
断
、
す
な
わ
ち
選
択
肢
を
選
ぶ
（
オ
プ
ト
・
イ
ン
）
す
る
必
要
の
な
い
よ
う
に
ア
レ
ン
ジ
し
て
お
く
。
そ

の
既
に
初
期
値
と
し
て
提
示
さ
れ
た
選
択
肢
（
プ
ラ
ン
な
ど
）
が
嫌
で
納
得
が
い
か
な
け
れ
ば
、
そ
の
プ
ラ
ン
（
選
択
肢
）
か
ら
離
脱

す
る
こ
と
や
別
の
プ
ラ
ン
（
選
択
肢
）
に
移
行
す
る
オ
プ
ト
・
ア
ウ
ト
の
自
由
を
保
証
す
る
。
そ
の
際
に
、
一
定
期
間
内
に
オ
プ
ト
・

ア
ウ
ト
す
る
と
解
約
金
や
違
反
金
な
ど
が
課
さ
れ
た
り
、
離
脱
す
る
手
続
き
が
煩
雑
で
時
間
的
コ
ス
ト
が
大
き
く
か
か
る
よ
う
で
は
、

強
制
的
色
彩
が
強
く
な
り
選
択
の
自
由
の
保
証
に
セ
ン
シ
テ
ィ
ブ
な
リ
バ
タ
リ
ア
ン
は
、
納
得
し
な
い
で
あ
ろ
う
。

（
２
）
ワ
ン
ク
リ
ッ
ク
・
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
（
選
ば
な
い
自
由
の
保
証
戦
略
）

パ
タ
ー
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
ナ
ッ
ジ
に
基
づ
い
た
デ
フ
ォ
ル
ト
・
ル
ー
ル
（
初
期
設
定
）
か
ら
の
離
脱
（
オ
プ
ト
・
ア
ウ
ト
）
を
、

金
銭
的
時
間
的
コ
ス
ト
負
担
を
か
け
ず
に
、
あ
た
か
も
パ
ソ
コ
ン
の
画
面
上
で
マ
ウ
ス
の
ワ
ン
ク
リ
ッ
ク
で
可
能
に
す
る
よ
う
に
制
度
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設
計
す
れ
ば
、
選
択
の
自
由
が
保
証
さ
れ
、
リ
バ
タ
リ
ア
ン
か
ら
で
も
許
容
可
能
で
あ
る
と
す
る
。
平
等
主
義
的
な
リ
ベ
ラ
ル
の
立
場

か
ら
は
、
離
脱
す
る
際
に
何
ら
か
の
コ
ス
ト
を
課
す
政
策
も
正
当
化
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
得
る
で
あ
ろ
う
が
、
リ
バ
タ
リ
ア
ン
を
標
榜

す
る
限
り
は
、
離
脱
の
自
由
へ
の
コ
ス
ト
は
最
小
限
に
と
ど
め
て
お
く
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
リ
バ
タ
リ
ア
ン
・
パ

タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
論
に
あ
っ
て
は
、
罰
金
な
ど
の
否
定
的
な
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
や
、
あ
る
い
は
税
制
優
遇
な
ど
の
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
・
サ
ン
ク

シ
ョ
ン
に
よ
り
何
ら
か
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
与
え
て
人
々
の
行
動
や
選
択
を
個
人
の
厚
生
を
増
進
す
る
よ
う
に
ナ
ッ
ジ
す
る
の
で
は

な
く
、
あ
く
ま
で
望
ま
し
い
デ
フ
ォ
ル
ト
・
ル
ー
ル
を
予
め
設
定
す
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
主
張
が
展
開
さ
れ
る
前
に
、

私
は
か
つ
て
発
表
し
た
拙
稿
の
中
で
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
か
ら
も
許
容
さ
れ
る
「
バ
イ
ア
ス
矯
正
と
し
て
の
リ
ベ
ラ
ル
・
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ

ム
」
を
試
論
的
に
提
示
し
た
。
そ
こ
で
は
、
現
実
の
人
間
（
ヒ
ュ
ー
マ
ン
）
が
多
か
れ
少
な
か
れ
有
す
る
様
々
な
認
知
的
バ
イ
ア
ス
に

よ
り
正
確
な
リ
ス
ク
判
断
が
で
き
な
い
場
合
な
ど
に
、
そ
れ
ら
の
バ
イ
ア
ス
を
取
り
除
い
た
り
、
軽
減
す
る
た
め
に
、
教
育
的
な
配
慮

で
自
己
決
定
を
一
定
程
度
制
約
し
た
り
規
制
す
る
こ
と
が
正
当
化
で
き
る
と
主
張
し
た
が
、
リ
バ
タ
リ
ア
ン
・
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
論
に

あ
っ
て
は
、
こ
れ
ら
の
介
入
は
許
容
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。

自
ら
選
択
や
判
断
の
た
め
に
情
報
を
入
手
分
析
し
、
最
も
適
切
な
決
定
を
す
る
た
め
に
は
、
労
力
が
必
要
で
あ
り
、
人
々
は
自
ら
決

め
る
こ
と
を
避
け
た
り
、
他
人
の
判
断
に
ゆ
だ
ね
る
選
好
も
し
ば
し
ば
有
し
、
ま
た
他
人
の
行
動
に
同
調
す
る
傾
向
が
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
人
々
に
対
し
て
は
、
好
ま
し
い
一
定
の
選
択
肢
を
用
意
し
て
あ
げ
る
パ
タ
ー
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
配
慮
は
、
必

ず
し
も
非
難
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
推
奨
さ
れ
る
場
合
も
あ
ろ
う
。
日
本
社
会
で
は
、
自
立
で
き
な
い
で
い
る
市
民
の
た
め
に
、
あ

た
か
も
母
親
に
甘
え
る
よ
う
に
行
政
に
規
制
や
介
入
を
求
め
る
母
親
的
包
容
主
義
的
傾
向
を
揶
揄
し
て
マ
タ
ー
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
文

化
を
有
す
る
社
会
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
日
本
社
会
に
あ
っ
て
は
、
リ
バ
タ
リ
ア
ン
・
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム

論
に
よ
る
デ
フ
ォ
ル
ト
・
ル
ー
ル
と
し
て
初
期
設
定
を
用
意
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
度
合
い
が
、
米
国
よ
り
は
強
い
土
壌
に
あ
る
と
い

（
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え
よ
う
。

（
３
）
現
状
維
持
バ
イ
ア
ス
と
同
調
性

人
間
が
、
伝
統
的
な
経
済
学
が
想
定
す
る
よ
う
な
「
ホ
モ
・
エ
コ
ノ
ミ
カ
ス
」
で
あ
れ
ば
、
人
々
は
自
ら
の
選
好
を
把
握
し
て
お
り
、

自
己
利
益
に
と
っ
て
最
も
望
ま
し
い
選
択
と
判
断
が
で
き
る
の
で
あ
る
か
ら
、
ど
の
よ
う
に
デ
フ
ォ
ル
ト
・
ル
ー
ル
を
設
定
し
て
も
結

果
は
同
じ
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
行
動
経
済
学
が
産
ん
だ
リ
バ
タ
リ
ア
ン
・
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
論
は
、
様
々

な
実
証
デ
ー
タ
に
基
づ
き
人
々
は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
現
状
維
持
バ
イ
ア
ス
（
惰
性
）
や
他
人
の
行
動
へ
の
同
調
性
を
有
し
て
い
る
の

で
、
デ
フ
ォ
ル
ト
に
固
執
す
る
傾
向
に
あ
り
、
オ
プ
ト
・
ア
ウ
ト
（
離
脱
）
せ
ず
与
え
ら
れ
た
選
択
肢
に
留
ま
る
率
が
高
ま
る
と
主
張

す
る
。
こ
の
主
張
の
説
得
性
は
、
臓
器
提
供
の
承
諾
要
件
を
オ
プ
ト
・
イ
ン
か
ら
オ
プ
ト
・
ア
ウ
ト
に
変
え
る
こ
と
で
、
提
供
者
数
が

増
え
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
も
伺
え
よ
う
。

四

パ
タ
ー
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
「
ナ
ッ
ジ
」

Nudge

（
１
）
ナ
ッ
ジ
（

)

著
書
名
に
な
っ
て
い
る
「
ナ
ッ
ジ
」
と
は
、「
注
意
や
合
図
の
た
め
に
人
の
横
腹
を
特
に
ひ
じ
で
や
さ
し
く
押
し
た
り
、
軽
く
突
い
た

り
す
る
こ
と
」
や
「
他
人
に
注
意
を
喚
起
さ
せ
た
り
、
気
づ
か
せ
た
り
、
控
え
め
に
警
告
し
た
り
す
る
」
こ
と
で
あ
る
（
邦
訳
書
「
扉
」）。

ナ
ッ
ジ
は
、「
選
択
を
禁
じ
る
こ
と
も
、
経
済
的
な
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
大
き
く
変
え
る
こ
と
も
な
く
、
人
々
の
行
動
を
予
測
可
能
な

形
で
変
え
る
選
択
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
ー
の
あ
ら
ゆ
る
要
素
を
意
味
す
る
。
純
粋
な
ナ
ッ
ジ
と
み
な
す
に
は
、
介
入
を
低
コ
ス
ト
で
容
易

に
避
け
ら
れ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
ナ
ッ
ジ
は
命
令
で
は
な
い
。
果
物
を
目
の
高
さ
に
置
く
こ
と
は
ナ
ッ
ジ
で
あ
り
、
ジ
ャ
ン
ク
フ
ー

ド
を
禁
止
す
る
こ
と
は
ナ
ッ
ジ
で
は
な
い
」
と
し
て
い
る
（N

U
D
G
E
,
2009

R
evised

p.6,

翻
訳
書
一
七
頁
）。

論 説

（阪大法学）６０（４-96）814〔２０１０．１１〕



ナ
ッ
ジ
は
、「
誘
導
」
と
い
う
訳
語
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、「
誘
導
」
と
い
う
と
介
入
者
側
の
都
合
が
よ
い
よ
う
に
誘
導
し
、

「
本
人
の
た
め
」
と
い
う
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
概
念
定
義
に
欠
か
す
こ
と
が
で
き
な
い
理
念
（
介
入
の
理
由
）
に
必
ず
し
も
あ
た
ら
な
い

隠
さ
れ
た
意
図
や
思
惑
の
た
め
に
誘
導
す
る
と
い
っ
た
バ
イ
ア
ス
が
用
語
に
付
与
さ
れ
、
サ
ン
ス
テ
イ
ン
教
授
ら
の
主
張
の
ニ
ュ
ア
ン

ス
を
正
確
に
捉
え
る
こ
と
を
妨
げ
る
懸
念
が
生
じ
る
の
で
、「
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
」
の
表
記
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
ナ
ッ
ジ
も
そ
の
ま

ま
カ
タ
カ
ナ
表
記
に
す
る
よ
う
に
ナ
ッ
ジ
し
た
い
と
考
え
る
。

（
２
）
パ
タ
ー
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
ナ
ッ
ジ
が
必
要
な
場
面

そ
れ
で
は
ど
の
よ
う
な
場
合
に
、
ナ
ッ
ジ
が
必
要
で
あ
る
と
し
て
い
る
の
か
。
サ
ン
ス
テ
イ
ン
教
授
ら
に
よ
れ
ば
、「
判
断
が
難
し
く

て
ま
れ
に
し
か
起
こ
ら
ず
、
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
が
す
ぐ
に
得
ら
れ
ず
、
状
況
の
文
脈
を
簡
単
に
理
解
で
き
る
言
葉
に
置
き
換
え
る
の
が

難
し
い
意
思
決
定
を
す
る
と
き
に
、
ナ
ッ
ジ
が
必
要
に
な
る
」
と
し
て
い
る
（N

U
D
G
E ,
2009

R
evised

p.74,

邦
訳
書
一
二
一
頁
）。

リ
バ
タ
リ
ア
ン
・
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
論
が
黄
金
則
と
呼
ん
で
い
る
の
は
「
役
に
立
つ
可
能
性
が
最
も
高
く
、
害
を
加
え
る
可
能
性
が

最
も
低
い
ナ
ッ
ジ
を
与
え
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
り
、「
知
的
に
洗
練
さ
れ
て
い
な
い
人
々
を
助
け
る
と
同
時
に
、
そ
れ
以
外
の
全
員
に

与
え
る
不
利
益
を
最
小
限
に
す
る
方
法
を
と
る
」
非
対
称
性
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
戦
略
と
同
様
な
ス
タ
ン
ス
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

（N
U
D
G
E ,
2009

R
evised

p.74,

邦
訳
一
二
一
頁
）。
そ
し
て
「
良
い
ナ
ッ
ジ
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
選
択
の
結
果
が
遅
れ
て
現
れ

る
場
合
、
選
択
す
る
の
が
難
し
く
、
ま
れ
に
し
か
起
こ
ら
ず
、
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
が
乏
し
い
場
合
、
選
択
と
経
験
の
関
係
が
不
明
瞭
な

場
合
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
」
と
し
て
い
る
。（N

U
D
G
E ,
2009

R
evised

pp.78-79,

邦
訳
一
二
九
頁
）。

（
３
）
ナ
ッ
ジ
の
具
体
例

具
体
的
な
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
人
々
が
食
べ
物
を
選
ぶ
際
に
心
臓
病
や
糖
尿
病
の
リ
ス
ク
を
高
め
る
肥
満
を
防
止
す

る
た
め
に
、
健
康
に
良
い
食
べ
物
を
目
立
つ
と
こ
ろ
や
手
の
届
き
や
す
い
と
こ
ろ
に
配
置
し
、
健
康
に
悪
い
デ
ザ
ー
ト
な
ど
を
陳
列
の

（
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奥
の
目
立
た
な
い
と
こ
ろ
に
並
べ
る
カ
フ
ェ
テ
リ
ア
の
例
か
ら
始
ま
り
、
注
意
を
促
す
道
路
標
識
そ
の
他
、
以
下
の
よ
う
な
も
の
が
あ

げ
ら
れ
て
い
る
。
空
港
の
男
性
用
ト
イ
レ
利
用
者
が
汚
す
こ
と
を
少
な
く
す
る
た
め
に
便
器
の
中
に
つ
け
ら
れ
た
目
印
に
な
る
ハ
エ

マ
ー
ク
な
ど
の
些
細
な
配
慮
、
既
に
制
度
化
さ
れ
て
い
る
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
制
度
や
自
動
加
入
の
医
療
保
険
プ
ラ
ン
や
退
職
貯
蓄
プ

ラ
ン
な
ど
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
信
用
市
場
（
第
七
章
）、
強
制
し
た
り
臓
器
売
買
に
訴
え
ず
に
臓
器
提
供
者
を
増
や
す
方
法

（
第
十
一
章
）、
環
境
保
護
に
対
す
る
ナ
ッ
ジ
に
も
と
づ
く
政
策
（
第
十
二
章
）、
社
会
保
障
制
度
（
第
九
章
）
や
結
婚
の
民
営
化
（
第

十
三
章
）
な
ど
が
提
案
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
み
て
み
る
と
、
ナ
ッ
ジ
の
ア
イ
デ
ィ
ア
は
既
に
現
行
の
立
法
や
社
会
制
度
や
日
常
生
活
の
な
か
で
少
な
か
ら
ず
実
践
さ

れ
て
い
る
と
い
え
る
。
実
際
の
と
こ
ろ
、
森
村
進
教
授
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
契
約
法
の
任
意
規
定
の
意
義
の
多
く
は
、
デ

フ
ォ
ル
ト
・
ル
ー
ル
を
定
式
化
し
て
い
る
点
に
あ
る
と
し
て
い
る
。

そ
の
他
『
ナ
ッ
ジ
』
で
は
、
日
常
的
で
身
近
な
制
度
や
試
み
の
な
か
に
も
ナ
ッ
ジ
と
捉
え
ら
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
ア
イ
デ
ィ
ア
が
既
に

実
践
さ
れ
て
い
る
と
言
う
。
本
書
で
は
、
そ
れ
ら
の
中
で
一
二
の
ミ
ニ
ナ
ッ
ジ
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
（N

U
D
G
E
,
2009

R
evised

pp.

231-238,

邦
訳
三
三
一
─
三
四
二
頁
）。

な
お
、
二
〇
〇
九
年
に
出
版
さ
れ
た
『
ナ
ッ
ジ
』
の
増
補
改
訂
版
で
は
、
初
版
以
降
、
日
本
を
含
む
世
界
各
地
か
ら
ブ
ロ
グ
に
寄
せ

ら
れ
た
ナ
ッ
ジ
の
具
体
例
の
中
か
ら
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
保
存
し
、
環
境
を
保
護
し
た
り
、
自
動
車
の
安
全
や
交
通
規
制
、
そ
し
て
食
べ

も
の
に
関
す
る
、
興
味
深
い
ナ
ッ
ジ
の
具
体
例
が
二
〇
例
紹
介
さ
れ
て
い
る
（N

U
D
G
E ,
2009

R
evised

pp.
257-268

）。

五

リ
バ
タ
リ
ア
ン
・
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
斬
新
性
と
意
義

サ
ン
ス
テ
イ
ン
教
授
は
、
一
九
九
七
年
に
「
行
動
主
義
的
法
分
析
」
を
発
表
し
て
以
降
、
精
力
的
に
行
動
経
済
学
を
法
に
応
用
し
、

（

）
２０

（

）
２１
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ア
プ
リ
オ
リ
な
反
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
い
う
伝
統
的
な
「
法
と
経
済
学
」
の
知
的
ス
タ
ン
ス
を
批
判
し
、
認
知
心
理
学
の
知
見
に
よ
っ

て
生
ま
れ
た
行
動
経
済
学
を
法
に
取
り
入
れ
た
「
行
動
心
理
学
的
『
法
と
経
済
学
』」
の
反
─
反
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
い
う
主
張
を
展
開

し
て
き
た
。
こ
の
主
張
は
、
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
が
必
要
な
場
面
が
あ
る
と
同
時
に
、
政
府
な
ど
の
規
制
当
局
も
様
々
な
バ
イ
ア
ス
な
ど

か
ら
自
由
で
は
な
く
、
積
極
的
に
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
を
正
当
化
す
る
も
の
で
は
な
い
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
是
非

は
、
個
別
事
例
ご
と
に
経
験
的
な
デ
ー
タ
な
ど
に
基
づ
い
て
、
ど
の
程
度
人
々
が
バ
イ
ア
ス
に
よ
っ
て
本
人
自
身
に
と
っ
て
合
理
的
で

よ
い
判
断
が
阻
害
さ
れ
て
い
る
か
や
、
規
制
側
の
判
断
の
バ
イ
ア
ス
な
ど
を
検
証
し
て
個
別
に
評
価
さ
れ
る
も
の
と
し
、
具
体
的
な
正

当
化
論
を
展
開
し
て
は
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
対
す
る
サ
ン
ス
テ
イ
ン
教
授
の
答
え
が
他
な
ら
ぬ
「
リ
バ
タ
リ
ア
ン
・
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ

ム
」
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
１
）
リ
バ
タ
リ
ア
ン
・
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
概
念
定
義
上
の
位
置
づ
け

サ
ン
ス
テ
イ
ン
教
授
ら
に
よ
れ
ば
、
人
々
（
リ
バ
タ
リ
ア
ン
）
は
、
一
般
に
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
が
、
人
々
の
自
由
を
規
制
し
強
制
が

伴
う
も
の
で
あ
る
と
い
う
誤
解
を
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（N

U
D
G
E
,
2009

R
evised

p.
11,

邦
訳
二
五
頁
）。
こ
の
状
況
認

識
は
、
あ
な
が
ち
間
違
っ
て
は
い
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
従
来
の
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
論
が
、
非
強
制
的
な
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
を
概
念
定

義
の
射
程
に
納
め
て
い
な
か
っ
た
か
と
言
え
ば
、
そ
う
で
は
な
い
。
筆
者
は
か
つ
て
英
米
の
文
献
に
見
ら
れ
る
主
要
な
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ

ム
の
概
念
定
義
を
七
〇
年
代
か
ら
九
〇
年
代
ま
で
分
析
し
、
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
手
段
や
方
法
が
、
真
実
を
隠
匿
（
不
開
示
）
す
る
な

ど
情
報
を
操
作
し
た
り
、
何
ら
か
の
理
由
で
一
時
的
に
任
意
性
（
自
発
性
）
が
欠
如
し
た
者
や
判
断
能
力
の
な
い
も
の
に
対
す
る
ソ
フ

ト
・
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
な
ど
非
強
制
的
な
も
の
も
多
く
あ
り
、
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
を
論
じ
る
主
要
な
論
者
の
定
義
で
は
、
強
制
を
伴
う

こ
と
を
定
義
と
し
た
初
期
の
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
論
が
批
判
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
み
た
。

し
た
が
っ
て
、
リ
バ
タ
リ
ア
ン
・
パ
タ
ー
ナ

リ
ズ
ム
論
が
は
じ
め
て
非
強
制
的
な
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
を
指
摘
し
た
の
で
は
な
く
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
概
念
に

（

）
２２

（

）
２３
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新
た
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
加
わ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
従
来
の
議
論
で
は
、
情
報
が
正
確
で
な
か
っ
た
り
不
足
し
て
い
る
た
め
、

合
理
的
な
判
断
が
で
き
な
い
場
合
に
、
そ
の
情
報
を
提
供
す
る
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
で
あ
る
と
か
、
不
治
の
病
や
悪
い
予
後
を
患
者
に
伝

え
な
い
と
い
う
情
報
隠
匿
な
ど
、
情
報
操
作
に
よ
る
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
が
非
強
制
的
な
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
主
要
な
ケ
ー
ス
で
あ
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
リ
バ
タ
リ
ア
ン
・
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
論
は
、
正
確
な
情
報
を
十
分
与
え
ら
れ
て
も
、
必
ず
し
も
自
ら
の
福
利
を
促
進
せ
ず
、

選
好
（
目
標
）
を
達
成
し
な
い
判
断
を
し
た
り
選
択
肢
を
選
ぶ
現
実
の
人
間
行
動
に
着
目
し
、
情
報
の
提
供
の
仕
方
（
フ
レ
ー
ミ
ン
グ
）、

す
な
わ
ち
選
択
肢
（
メ
ニ
ュ
ー
）
の
提
示
や
、
好
ま
し
い
選
択
肢
を
デ
フ
ォ
ル
ト
と
し
て
設
定
し
、
そ
れ
を
強
制
す
る
の
で
は
な
く
、

離
脱
の
道
（
自
由
）
を
残
し
て
い
る
点
な
ど
が
非
強
制
的
な
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
メ
ニ
ュ
ー
の
バ
ー
ジ
ョ
ン
を
追
加
し
て
い
る
と
言
え

よ
う
。
リ
バ
タ
リ
ア
ン
・
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
論
の
斬
新
さ
は
、
現
状
維
持
バ
イ
ア
ス
や
ヒ
ュ
ー
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
や
フ
レ
ー
ミ
ン
グ
効
果

な
ど
の
現
実
の
人
間
（
ヒ
ュ
ー
マ
ン
）
一
般
が
多
か
れ
少
な
か
れ
有
す
る
特
性
や
傾
向
に
着
目
し
、
デ
フ
ォ
ル
ト
・
ル
ー
ル
な
ど
を
上

手
く
ア
ー
キ
テ
ク
ト
（
設
定
）
す
る
と
と
も
に
そ
の
設
定
か
ら
離
脱
す
る
自
由
を
保
証
し
て
お
く
こ
と
で
、
非
強
制
的
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ

ム
が
、
人
々
を
自
ら
の
福
祉
を
減
少
さ
せ
る
行
動
を
抑
制
し
た
り
、
厚
生
を
促
進
す
る
行
動
へ
ナ
ッ
ジ
す
る
余
地
が
、
こ
れ
ま
で
我
々

が
考
え
て
い
る
以
上
に
あ
り
え
る
こ
と
を
、
行
動
経
済
学
の
知
見
や
洞
察
に
基
づ
き
示
し
て
い
る
点
に
あ
る
と
言
え
る
。

（
２
）
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
強
要
の
回
避
（
多
様
な
個
性
と
生
き
方
の
尊
重
）

法
制
度
や
法
規
制
は
、
法
適
用
や
運
用
の
公
平
性
や
安
定
性
・
予
測
可
能
性
の
要
請
な
ど
か
ら
、
通
常
年
齢
要
件
な
ど
の
基
準
に

よ
っ
て
一
律
に
な
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
そ
の
た
め
、
あ
る
者
に
と
っ
て
は
必
要
な
パ
タ
ー
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
配
慮
や
介
入
も
、
あ

る
者
に
と
っ
て
は
、
余
計
な
お
節
介
で
不
必
要
で
あ
っ
た
り
す
る
場
合
が
考
え
ら
れ
る
。
リ
バ
タ
リ
ア
ン
・
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
論
は
、

パ
タ
ー
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
に
ナ
ッ
ジ
す
る
が
、
そ
の
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
が
余
計
な
お
世
話
で
、
ど
う
し
て
も
嫌
だ
と
い
う
者
に
は
オ
プ

ト
・
ア
ウ
ト
の
選
択
肢
を
残
し
て
お
り
、
一
律
に
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
を
強
要
す
る
こ
と
を
回
避
し
て
い
る
点
が
、
自
ら
の
価
値
観
に
基

（

）
２４
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づ
い
て
多
様
な
生
き
方
を
追
求
す
る
個
々
人
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
ら
れ
る
リ
ベ
ラ
ル
な
知
的
態
度
を
有
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
ま
た
こ

こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
行
為
を
禁
止
し
た
り
規
制
し
て
罰
則
な
ど
の
否
定
的
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
を
課
し
た
り
、
意
に
反
し
て
自
由
を
制
限

す
る
こ
と
な
く
、
少
な
か
ら
ず
人
々
の
厚
生
を
増
進
さ
せ
る
効
果
が
期
待
で
き
る
と
い
う
点
が
ナ
ッ
ジ
の
知
的
戦
略
の
画
期
的
な
意
義

で
あ
る
と
言
え
る
。

（
３
）
行
き
過
ぎ
た
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
へ
の
セ
イ
フ
テ
ィ
・
ネ
ッ
ト

行
動
経
済
学
の
洞
察
に
よ
れ
ば
、
規
制
当
局
や
介
入
者
側
も
様
々
な
バ
イ
ア
ス
の
影
響
か
ら
免
れ
ず
、
そ
の
た
め
限
定
合
理
性
か
ら

完
全
に
は
免
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
被
規
制
者
の
福
利
な
ど
の
評
価
に
お
い
て
適
切
で
な
い
政
策
判
断
を
す
る
可
能
性
が
残
さ
れ
て

い
る
。
そ
の
よ
う
な
不
適
切
な
政
策
判
断
を
行
っ
た
り
、
あ
る
い
は
時
代
の
変
遷
と
と
も
に
規
制
や
禁
止
が
意
義
を
失
い
、
現
実
と
齟

齬
を
生
じ
さ
せ
、
過
剰
に
自
由
へ
干
渉
す
る
場
合
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
場
合
で
あ
っ
て
も
、
政
策
判
断
者
が
誤
っ
た
場
合

の
矯
正
の
安
全
装
置
（
セ
イ
フ
テ
ィ
・
ネ
ッ
ト
）
と
し
て
離
脱
の
自
由
を
保
証
し
て
お
く
こ
と
で
、
政
府
の
過
ち
を
最
小
限
に
自
浄
す

る
装
置
を
組
み
込
ん
で
お
く
戦
略
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
４
）
新
た
な
第
三
の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
（
良
き
統
治
と
し
て
の
リ
バ
タ
リ
ア
ン
・
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
論
）

サ
ン
ス
テ
イ
ン
教
授
と
セ
イ
ラ
ー
教
授
は
、
リ
バ
タ
リ
ア
ン
・
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
論
に
基
づ
い
て
ナ
ッ
ジ
す
る
政
策
を
展
開
す
る
立

場
を
『
ナ
ッ
ジ
』
の
イ
ン
ト
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
の
見
出
し
の
と
こ
ろ
で
「
自
由
放
任
」
で
も
「
押
し
つ
け
」
で
も
な
く
と
い
う
表
現
で
示

し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
サ
ン
ス
テ
イ
ン
教
授
ら
の
主
張
は
、
現
在
の
米
国
の
政
治
状
況
を
強
く
念
頭
に
置
い
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

彼
ら
は
、
リ
バ
タ
リ
ア
ン
・
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
は
、「
共
和
、
民
主
両
党
の
協
調
路
線
を
実
現
す
る
礎
に
な
る
と
期
待
さ
れ
る
。
本
書
で

は
、
環
境
保
護
や
家
族
法
な
ど
、
様
々
な
領
域
で
統
治
能
力
を
高
め
る
に
は
、
政
府
に
よ
る
強
制
や
制
約
を
減
ら
し
、
選
択
の
自
由
を

増
や
す
必
要
が
あ
る
こ
と
を
論
じ
て
い
く
。
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
と
ナ
ッ
ジ
が
要
求
と
禁
止
に
と
っ
て
代
わ
れ
ば
、
政
府
は
小
さ
く
な
る

法的パターナリズム論の新展開（一）
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と
同
時
に
、
よ
り
穏
当
に
な
る
だ
ろ
う
」
と
し
、「
我
々
は
よ
り
大
き
な
政
府
を
求
め
て
い
る
の
で
は
な
い
。
よ
り
良
い
統
治

better

（

Governance

）
を
求
め
て
い
る
だ
け
で
あ
る
」
と
主
張
し
て
い
る
。
そ
し
て
リ
バ
タ
リ
ア
ン
・
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
は
「
右
で
も
左
で
も

な
く
、
民
主
党
よ
り
で
も
共
和
党
よ
り
で
も
な
い
」
と
し
、「
民
主
、
共
和
両
党
が
路
線
の
対
立
を
乗
り
越
え
て
歩
み
寄
り
、
緩
や
か
な

ナ
ッ
ジ
を
支
持
す
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
願
っ
て
い
る
」
と
し
て
い
る
（N

U
D
G
E
2009

revised
p.14,

邦
訳
三
一
頁
）。
リ
ベ
ラ
ル
派

と
保
守
派
の
路
線
対
立
を
超
え
て
、
両
陣
営
か
ら
支
持
さ
れ
る
新
た
な
第
三
の
道
と
し
て
、
リ
バ
タ
リ
ア
ン
・
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
論
は

提
唱
さ
れ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
な
戦
略
と
主
張
は
、
ど
の
よ
う
に
評
価
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
連
載（
二
）で
は
、
リ
バ
タ
リ
ア
ン
・
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ

ム
論
に
対
す
る
リ
バ
タ
リ
ア
ン
を
中
心
と
し
た
懐
疑
や
批
判
的
見
解
と
サ
ン
ス
テ
イ
ン
ら
に
よ
る
応
答
・
反
駁
を
検
討
す
る
予
定
で
あ

る
。
そ
し
て
、
リ
バ
タ
リ
ア
ン
が
日
本
に
比
べ
強
い
米
国
に
お
い
て
展
開
さ
れ
て
い
る
リ
バ
タ
リ
ア
ン
・
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
論
を
巡
る

論
争
か
ら
今
後
の
日
本
の
法
政
策
の
あ
り
か
た
や
従
来
か
ら
の
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
論
自
体
に
対
す
る
知
的
洞
察
を
探
求
し
て
い
く
こ
と

と
す
る
。

（
１
）

拙
稿
「
現
代
法
に
お
け
る
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
概
念

─
そ
の
現
代
的
変
遷
と
法
理
論
的
含
意

─
」『
阪
大
法
学
』
第
四
七
巻
第
二
号

（
一
九
九
七
年
六
月
）
三
九
七
─
四
二
五
頁
。

（
２
）

J.S.
M
ILL ,
O
N
L
IB
E
R
T
Y
(C
am
bridge

U
niversity

Press
1989)

(First
Published

1859).

早
坂
忠
訳
『
自
由
論
』
関
嘉
彦
編
『
世

界
の
名
著
四
九
・
ベ
ン
サ
ム
、
Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
ル
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
七
九
年
）。

（
３
）

先
駆
的
な
論
文
と
し
てG

erald
D
w
orkin,

Paternalism
,
in
R
IC
H
A
R
D
A
.
W
A
SSE
R
ST
R
O
M
,
ed.,

M
O
R
A
LIT
Y
A
N
D
T
H
E
L
A
W

（W
adsw

orth
Publishing

C
om
pany

1971)

、
七
〇
年
代
か
ら
八
〇
年
代
初
め
頃
ま
で
の
議
論
を
踏
ま
え
た
著
作
と
し
てJ.

John

K
LE
IN
IG ,
P
A
T
E
R
N
A
LISM

(M
anchester

U
niversity

Press
O
xford

R
oad,

1983).

（

）
２５
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（
４
）

法
哲
学
者
に
よ
る
一
連
の
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
関
す
る
研
究
は
、
中
村
直
美
教
授
に
よ
っ
て
精
力
的
に
発
表
さ
れ
、
そ
れ
ら
の
一
連
の
論

考
（
一
九
八
一
年
─
二
〇
〇
三
年
）
は
、
中
村
直
美
『
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
研
究
』（
成
文
堂
、
二
〇
〇
七
年
）
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
本
書
の

書
評
と
し
て
、
参
照
、
若
松
良
樹
「
書
評
・
中
村
直
美
著
『
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
研
究
』（
成
文
堂
、
二
〇
〇
七
年
）」
日
本
法
哲
学
会
編
『
法

哲
学
年
報
二
〇
〇
七
』（
有
斐
閣
二
〇
〇
八
年
）
一
五
四
─
一
六
〇
頁
。
な
お
、
國
學
院
大
學
法
学
部
で

年
以
上
も
伝
統
を
有
す
る
パ
タ
ー
ナ

２０

リ
ズ
ム
研
究
会
も
二
〇
〇
八
年
度
春
季
研
究
会
で
百
回
目
の
節
目
を
迎
え
た
。
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
研
究
会
の
近
年
の
記
録
に
つ
い
て
は
、
現
在

の
研
究
会
幹
事
の
一
人
の
花
岡
明
正
先
生
の
以
下
の
Ｕ
Ｒ
Ｌ
を
参
照
頂
き
た
い
。<http://w

w
w
.niit.ac.jp/liasc/hanaoka/

kenkyukaipage.htm
l>

（
５
）

拙
稿
「
法
的
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
人
間
の
合
理
性

─
行
動
心
理
学
的
「
法
と
経
済
学
」
の
反
─
反
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
論

─
（
一
）」

『
阪
大
法
学
』
第
五
一
巻
第
三
号
（
二
〇
〇
一
年
九
月
）
五
八
九
─
六
一
三
頁
、
拙
稿
「
法
的
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
人
間
の
合
理
性

─
行
動
心

理
学
的
「
法
と
経
済
学
」
の
反
─
反
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
論

─
（
二
完
）」『
阪
大
法
学
』
第
五
一
巻
第
四
号
（
二
〇
〇
一
年
十
一
月
）
七
五
三
─

七
七
五
頁
、
拙
稿
「
自
己
決
定
の
合
理
性
と
人
間
の
選
好

─

B
ehavioral

Law
&
E
conom

ics

の
知
的
洞
察
と
法
的
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム

─
」

日
本
法
哲
学
会
編

『
宗
教
と
法
─
生
と
俗
の
比
較
法
文
化
（
法
哲
学
年
報
二
〇
〇
二
）』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
三
年
）
一
三
一
─
一
四

〇
頁
、
拙
稿
「
法
的
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
選
好

─
パ
タ
ー
ナ
リ
テ
ィ
ッ
ク
な
法
介
入
の
効
率
性

─
」『
阪
大
法
学
』
第
五
四
巻
第
四
号
（
二

〇
〇
四
年
十
一
月
）
五
四
─
七
三
頁
。

（
６
）

サ
ン
ス
テ
イ
ン
教
授
は
、
二
〇
〇
八
年
に
シ
カ
ゴ
大
学
ロ
ー
・
ス
ク
ー
ル
か
ら
母
校
の
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
ロ
ー
・
ス
ク
ー
ル
（Felix

Frankfurter
Professor

of
Law

）
に
移
り
、
二
〇
〇
九
年
九
月
に
は
、
オ
バ
マ
政
権
のA

dm
inistrator

of
the
O
ffice

of
Inform

ation

and
R
egulatory

A
ffairs

at
the
O
ffice

of
M
anagem

ent
and

B
udget

に
就
任
し
て
い
る
。<http://w

w
w
.law
.harvard.edu/faculty/

directory/index.htm
l?id=552><http://w

w
w
.w
hitehouse.gov/om

b/inforeg_adm
inistrator/>

（
７
）

セ
イ
ラ
ー
教
授
は
、
シ
カ
ゴ
大
学
ビ
ジ
ネ
ス
・
ス
ク
ー
ル
のR

alph
and

D
orothy

K
eller

D
istinguished

Service
Professor

of

B
ehavioral

Science
and

E
conom

ics

で
、
同
ス
ク
ー
ル
の
決
定
理
論
研
究
セ
ン
タ
ー
長
を
務
め
て
い
る
。<http://faculty.

chicagobooth.edu/richard.thaler/vita/rt.pdf>

（
８
）R

ichard
H
.
T
haler

and
C
ass
R
.
Sunstein,

Libertarian
Paternalism

,
V
ol.
93,
N
o.
2
A
m
erican

E
conom

ic
R
eview

pp.
175-

179
(M
ay,
2003).

Papers
and

Proceedings
of
the
O
ne
H
undred

Fifteenth
A
nnual

M
eeting

of
the
A
m
erican

E
conom

ic
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A
ssociation,

W
ashington,

D
C
,
January

3-5,
2003.

（
９
）

C
ass
R
.
Sunstein

and
R
ichard

H
.
T
haler,

Libertarian
Paternalism

Is
N
ot
an
O
xym
oron,

U
niversity

of
C
hicago

Law

R
eview

V
olum

e
70,
N
um
ber
4,
pp.1159-1202

(Fall
2003).

中
林
良
純
訳
「
リ
バ
タ
リ
ア
ン
・
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
は
撞
着
語
法
で
は

な
い
」『
科
学
研
究
費
補
助
金
・
学
術
創
生
研
究
費

ポ
ス
ト
構
造
改
革
に
お
け
る
市
場
と
社
会
の
新
た
な
秩
序
形
成
─
自
由
と
共
同
性
の
法
シ

ス
テ
ム
─
ワ
ー
キ
ン
グ
ペ
ー
パ
ー
第
三
号
』
二
〇
〇
八
年
六
月
）。

（

）

G
regory

M
itchell,

R
eview

E
ssay:

Libertarian
Paternalism

Is
A
n
O
xym
oron,

99
N
orthw

estern
U
niversity

Law

１０R
eview

1245
(2005);

D
ru
Stevenson,

A
rticle:

Libertarian
Paternalism

:
the
C
ocaine

V
accine

as
a
T
est
C
ase

for
the

Sunstein/T
haler

M
odel,

3
R
utgers

U
niversity

R
utgers

Journalof
Law

&
Public

Policy
4
(2006);

O
n
A
m
ir
and

O
rly

Lobel,
B
ook

R
eview

E
ssay:

Stum
ble,

Predict,
N
udge:

H
ow
B
ehavioral

E
conom

ics
Inform

s
Law

and
Policy:

N
udge:

Im
proving

D
ecisions

A
bout

H
ealth,

W
ealth,

and
H
appiness.

B
y
R
ichard

H
.
T
haler

and
C
ass
R
.
Sunstein.

N
ew
H
aven:

Y
ale
U
niversity

Press,
2008.

pp.
293.

$
26.00.:

Predictably
Irrational:

the
H
idden

F
orces

T
hatshape

our
D
ecisions,

108

C
olum

bia
Law

R
eview

2098
(2008);

M
ario

J.
R
izzo

and
D
ouglas

G
len,

A
rticle:

T
he
K
now
ledge

Problem
of
N
ew

Paternalism
,
2009

B
righam

Y
oung

U
niversity

Law
R
eview

905
(2009);

M
ario

J.
R
izzo

and
D
ouglas

G
len
W
hitm
an,

T
hem
ed
Issue:

Perspectives
O
n
T
he
N
ew
R
egulatory

E
ra:
Little

B
rother

Is
W
atching

Y
ou:
N
ew
Paternalism

on
the
Slippery

Slopes,
51
A
rizona

Law
R
eview

685
(2009);

Pierre
Schlag,

R
eview

:
N
udge,

C
hoice

A
rchitecture,

and
Libertarian

Paternalism
,
108
M
ichigan

Law
R
eview

913
(2010).

（

）

R
IC
H
A
R
D
H
.
T
H
A
LE
R
A
N
D
C
A
SS
R
.
S
U
N
ST
E
IN ,
N
U
D
G
E :
IM
PR
O
V
IN
G
D
E
C
ISIO

N
S
A
B
O
U
T
H
E
A
LT
H ,
W
E
A
LT
H ,
A
N
D
H
A
PPIN

E
SS

１１(Y
ale
U
niversity

Press
2008).

本
書
は
、「
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
・
フ
ァ
イ
ナ
ン
シ
ャ
ル
タ
イ
ム
ズ
」
の
ベ
ス
ト
ブ
ッ
ク
・
オ
ブ
ザ
イ
ヤ
を
受
賞
し

て
い
る
。

（

）

科
学
研
究
費
補
助
金
・
学
術
創
生
研
究
費
「
ポ
ス
ト
構
造
改
革
に
お
け
る
市
場
と
社
会
の
新
た
な
秩
序
形
成
─
自
由
と
共
同
性
の
法
シ
ス

１２テ
ム
─
」
が
主
催
し
た
。

（

）

セ
イ
ラ
ー
、
サ
ン
ス
テ
イ
ン
『
実
践

行
動
経
済
学：

健
康
、
富
、
幸
福
へ
の
聡
明
な
選
択
』（
遠
藤
真
美
訳
、
日
経
Ｂ
Ｐ
出
版
セ
ン
タ
ー

１３二
〇
〇
九
年
七
月
）。N

U
D
G
E
2009

revised
and

expanded
edition.
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（

）

日
本
に
お
い
て
も
近
年
「
行
動
経
済
学
」
が
盛
ん
に
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
こ
と
は
、
二
〇
〇
七
年
に
学
会
が
設
立
さ
れ
、

１４同
年
一
二
月
第
一
回
大
会
が
開
催
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
、
翻
訳
書
や
文
献
が
多
く
出
版
さ
れ
て
き
て
い
る
こ
と
が
実
証
し
て
い
る
。
例
え
ば
、

多
田
洋
介
『
行
動
経
済
学
入
門
』（
日
本
経
済
新
聞
社
、
二
〇
〇
三
年
一
二
月
）、
友
野
典
男
『
行
動
経
済
学
─
経
済
は
「
感
情
」
で
動
い
て
い

る
』（
光
文
社
新
書
、
二
〇
〇
六
年
五
月
）、
依
田
高
典
・
後
藤
励
・
西
村
周
三
『
行
動
健
康
経
済
学
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
〇
九
年
三
月
）、

真
壁
昭
夫
『
行
動
経
済
学
入
門
』（
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
社
、
二
〇
一
〇
年
四
月
）、
翻
訳
書
と
し
て
リ
チ
ャ
ー
ド
・
セ
イ
ラ
ー
『
セ
イ
ラ
ー
教
授
の
行

動
経
済
学
入
門
』（
篠
原
勝
訳
、
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
社
、
二
〇
〇
七
年
一
〇
月
）、
マ
ッ
テ
オ
・
モ
ッ
テ
ル
リ
ー
ニ
『
経
済
は
感
情
で
動
く
─
は
じ
め

て
の
行
動
経
済
学
─
』（
泉
典
子
訳
、
紀
伊
国
屋
書
店
、
二
〇
〇
八
年
）、
マ
ッ
テ
オ
・
モ
ッ
テ
ル
リ
ー
ニ
『
世
界
は
感
情
で
動
く
─
行
動
経
済
学

か
ら
み
る
脳
の
ト
ラ
ッ
プ
─
』（
泉
典
子
訳
、
紀
伊
国
屋
書
店
、
二
〇
〇
九
年
）、
ダ
ン
・
ア
リ
エ
リ
ー
（
熊
谷
淳
子
訳
）『
予
想
ど
お
り
に
不
合

理

─
行
動
経
済
学
が
明
か
す
「
あ
な
た
が
そ
れ
を
選
ぶ
わ
け
」』（
早
川
書
房
、
二
〇
〇
八
年
）、
ウ
ヴ
ェ
・
ジ
ャ
ン
・
ホ
イ
ザ
ー
（
柴
田
さ
と

み
訳
）『
感
情
が
経
済
を
動
か
す
─
新
し
い
経
済
学
「
ヒ
ュ
ー
マ
ノ
ミ
ク
ス
」
の
革
命
的
挑
戦
』（
Ｐ
Ｈ
Ｐ
出
版
社
、
二
〇
一
〇
年
五
月
）
な
ど

が
あ
る
。

（

）

森
村
進
「
研
究
ノ
ー
ト
『
キ
ャ
ス
・
サ
ン
ス
テ
ィ
ー
ン
と
リ
チ
ャ
ー
ド
・
セ
イ
ラ
ー
の
「
リ
バ
タ
リ
ア
ン
・
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
」』」『
一
橋

１５法
学
』
第
七
巻
三
号
一
〇
八
七
─
一
〇
九
七
頁
（
二
〇
〇
八
年
十
一
月
）
四
二
七
─
四
三
七
頁
、
井
上
嘉
仁
「
ソ
フ
ト
な
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
は
自

由
と
両
立
す
る
か

─
リ
バ
タ
リ
ア
ン
・
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
論
の
影
」『
姫
路
法
学
』
五
〇
号
（
二
〇
〇
九
年
一
二
月
）
四
一
─
九
五
頁
、
イ
ン

タ
ビ
ュ
ー
、
瀬
戸
山
晃
一
「
人
間
の
合
理
性
と
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
」『
談
』
Ｎ
Ｏ
八
三

特
集
「
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
公
共
性
」
一
〇
─
三
五
頁

（
た
ば
こ
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
〇
九
年
二
月
）、
東
京
法
哲
学
研
究
会
二
〇
一
〇
年
五
月
例
会
で
の
福
原
明
雄
報
告
「
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ

ム
に
と
っ
て
リ
バ
タ
リ
ア
ン
・
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
は
何
か
」（
二
〇
一
〇
年
五
月
二
九
日
、
成
城
大
学
）、
関
西
法
理
学
研
究
会
二
〇
一
〇
年

六
月
例
会
で
の
中
林
良
純
報
告
「
認
知
能
力
と
法
規
制
─
心
理
学
的
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
を
も
と
に
」（
同
志
社
大
学
、
二
〇
一
〇
年
六
月
二
六

日
）。

（

）R
ichard

H
.
T
haler

and
C
ass
R
.
Sunstein,

op.
cit.,
Libertarian

Paternalism
(2003)

pp.178-179,
Libertarian

Paternalism

１６Is
N
ot
an
O
xym
oron

(2003)
pp.1194-1195.

（

）

ワ
ン
ク
リ
ッ
ク
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
つ
い
て
は
、
二
〇
〇
八
年
三
月
三
一
日
の
シ
カ
ゴ
大
学
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
の
教
員
ブ
ロ
グ
に
お
い
て
サ

１７ン
ス
テ
イ
ン
が
提
唱
し
て
い
る
。O

ne-C
lick

Paternalism

〈http://uchicagolaw
.typepad.com

/faculty/2008/03/one-click-pater.htm
l

〉
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〈http://nudges.w
ordpress.com

/one-click-paternalism
/

〉

（

）

前
掲
、
拙
稿
「
自
己
決
定
の
合
理
性
と
人
間
の
選
好

─

B
ehavioral

Law
&
E
conom

ics

の
知
的
洞
察
と
法
的
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム

１８

─
」（
二
〇
〇
三
年
）
一
三
七
─
一
三
八
頁
。

（

）

例
え
ば
、
前
掲
『
行
動
健
康
経
済
学
』
第
一
二
章
一
五
二
頁
や
前
掲
井
上
嘉
仁
論
文
な
ど
。

１９
（

）

森
村
進
、
前
掲
論
文
一
〇
九
一
頁
。

２０
（

）

Give
More

Tomorrow

①
Ｇ
Ｍ
Ｔ
（

）
プ
ロ
グ
ラ
ム

２１

こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
間
も
な
く
始
ま
る
好
き
な
チ
ャ
リ
テ
ィ
ー
に
小
額
を
寄
付
し
、
寄
付
の
額
を
毎
年
増
や
す
こ
と
を
約
束
し
た

い
か
ど
う
か
人
々
に
尋
ね
る
も
の
で
、
オ
プ
ト
・
ア
ウ
ト
す
る
に
は
、
電
話
す
る
か
、
電
子
メ
ー
ル
を
送
る
だ
け
で
よ
い
と
い
う
も
の

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
実
験
に
よ
っ
て
、
寄
付
は
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
が
一
度
も
し
た
こ
と
の
な
い
人
や
、
善
意

は
あ
る
が
、
忘
れ
っ
ぽ
か
っ
た
り
、
タ
イ
ミ
ン
グ
を
逃
し
て
し
ま
う
者
か
ら
の
寄
付
を
募
り
や
す
く
し
て
、
寄
付
金
が
大
幅
に
増
え
る

こ
と
を
可
能
に
す
る
。

②
チ
ャ
リ
テ
ィ
ー
・
デ
ビ
ッ
ド
カ
ー
ド
と
税
控
除

寄
付
の
記
録
を
保
存
し
て
納
税
申
告
書
に
記
入
す
る
の
は
面
倒
な
作
業
で
あ
る
の
で
、
寄
付
が
自
動
的
に
税
控
除
さ
れ
る
よ
う
に
す

る
た
め
に
「
チ
ャ
リ
テ
ィ
ー
・
デ
ビ
ッ
ド
カ
ー
ド
」
を
銀
行
が
発
行
し
、
寄
付
金
は
全
て
普
通
預
金
か
ら
引
き
落
と
さ
れ
、
取
引
銀
行
が

年
末
に
寄
付
の
明
細
と
総
額
が
記
さ
れ
た
書
類
を
送
っ
て
く
る
制
度
を
導
入
す
る
こ
と
で
、
寄
付
が
簡
単
に
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
寄

付
の
魅
力
が
増
し
、
寄
付
行
為
へ
ナ
ッ
ジ
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。

③
自
動
納
税
申
告

世
界
の
多
く
の
国
で
導
入
さ
れ
は
じ
め
て
い
る
よ
う
に
、
自
動
納
税
申
告
の
制
度
は
、
納
税
者
の
多
く
の
納
税
準
備
時
間
と
納
税
準

備
費
用
を
節
約
で
き
る
と
し
て
い
る
。

Stick.com

④
ス
テ
ィ
ッ
ク
・
ド
ッ
ト
コ
ム

（

)

こ
れ
は
ダ
イ
エ
ッ
ト
や
禁
煙
や
成
績
向
上
な
ど
の
目
標
や
大
き
な
夢
を
達
成
す
る
の
を
手
助
け
す
る
と
い
う
ア
イ
デ
ィ
ア
で
、
ス

テ
ィ
ッ
ク
・
ド
ッ
ト
コ
ム
に
誓
い
を
立
て
て
お
金
を
預
け
て
、
一
定
期
間
内
に
目
標
を
達
成
す
る
と
、
そ
の
預
け
た
お
金
が
返
却
さ
れ
、

達
成
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
に
は
お
金
は
寄
付
さ
れ
る
と
い
う
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。
ま
た
グ
ル
ー
プ
全
員
の
お
金
を
プ
ー
ル
し
て
、
目
標
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を
達
成
で
き
な
か
っ
た
人
の
お
金
は
、
達
成
し
た
人
の
間
で
分
け
合
っ
た
り
、
嫌
い
な
相
手
や
対
立
す
る
政
党
や
宿
敵
関
係
に
あ
る
ス

ポ
ー
ツ
チ
ー
ム
に
寄
付
さ
れ
る
と
い
う
シ
ス
テ
ム
も
あ
る
。
ま
た
、
家
族
や
友
人
な
ど
に
達
成
で
き
た
か
ど
う
か
を
メ
ー
ル
で
周
知
す

る
よ
う
に
し
て
仲
間
内
の
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
に
晒
す
こ
と
で
ナ
ッ
ジ
す
る
非
金
銭
型
の
も
の
も
あ
る
。

⑤
ニ
コ
チ
ン
パ
ッ
チ
を
使
わ
な
い
禁
煙

フ
ィ
リ
ピ
ン
の
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
は
、
禁
煙
し
た
い
人
は
、
一
ド
ル
を
預
け
て
口
座
を
開
き
、
六
ヶ
月
間
、
た
ば
こ
代
金
相
当
額

を
預
金
し
て
い
き
、
六
ヶ
月
後
に
尿
検
査
な
ど
に
よ
り
禁
煙
の
達
成
が
証
明
さ
れ
る
と
、
預
金
し
た
金
額
は
返
却
さ
れ
る
が
、
達
成
さ

れ
な
い
と
お
金
は
寄
付
さ
れ
る
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。
実
際
の
実
験
で
は
、
目
標
達
成
率
が
五
三
パ
ー
セ
ン
ト
高
く
な
っ
た
と
い
う
報
告

が
あ
る
。

⑥
バ
イ
ク
の
ヘ
ル
メ
ッ
ト

ヘ
ル
メ
ッ
ト
を
着
用
し
た
く
な
い
ラ
イ
ダ
ー
は
、
特
別
な
講
習
を
受
け
て
、
健
康
保
険
証
を
提
出
し
て
、
特
別
な
免
許
を
取
得
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
制
度
を
導
入
す
れ
ば
、
着
用
へ
ナ
ッ
ジ
で
き
、
必
ず
し
も
違
反
者
に
法
的
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
を
課
す
よ
う
な
押

し
つ
け
政
策
を
と
ら
な
く
と
も
、
大
き
な
便
益
を
も
た
ら
す
と
し
て
い
る
。

⑦
ギ
ャ
ン
ブ
ル
の
自
主
禁
止

過
去
一
〇
年
間
に
ア
メ
リ
カ
の
い
く
つ
か
の
州
で
、
自
制
心
に
問
題
の
あ
る
ギ
ャ
ン
ブ
ル
中
毒
者
が
自
己
申
告
し
て
、
カ
ジ
ノ
へ
の

出
入
り
、
ギ
ャ
ン
ブ
ル
の
賞
金
の
受
け
取
り
な
ど
が
で
き
な
い
禁
止
者
リ
ス
ト
に
自
分
の
名
前
が
載
せ
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
法
律
が
制

定
さ
れ
、
自
主
禁
止
と
い
う
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
を
促
す
ナ
ッ
ジ
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。

⑧
デ
ス
テ
ィ
ニ
ー
・
ヘ
ル
ス
プ
ラ
ン

ア
メ
リ
カ
中
西
部
の
い
く
つ
か
の
州
で
導
入
さ
れ
て
い
る
「
デ
ス
テ
ィ
ニ
ー
・
ヘ
ル
ス
プ
ラ
ン
」
の
柱
と
な
る
「
ヘ
ル
ス
バ
イ
タ
リ

テ
ィ
ー
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
は
、
特
定
の
週
に
ヘ
ル
ス
ク
ラ
ブ
で
運
動
し
た
り
、
血
圧
測
定
結
果
が
正
常
で
あ
っ
た
り
す
る
と
、
保
険
加
入

者
は
、「
バ
イ
タ
リ
テ
ィ
ー
・
バ
ッ
ク
」
を
獲
得
し
、
そ
れ
は
、
航
空
チ
ケ
ッ
ト
の
購
入
や
ホ
テ
ル
で
の
宿
泊
、
雑
誌
購
読
、
電
子
機
器

の
購
入
に
使
う
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
ア
イ
デ
ィ
ア
は
、
保
険
会
社
と
保
険
加
入
者
が
協
力
し
て
、
よ
り
健
康
的

な
生
活
を
送
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
ナ
ッ
ジ
を
組
み
合
わ
せ
、
医
療
費
を
抑
制
す
る
独
創
的
な
取
組
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
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⑨
一
日
一
ド
ル

こ
れ
は
一
〇
代
の
少
女
の
妊
娠
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
、
ノ
ー
ス
カ
ロ
ラ
イ
ナ
州
の
い
く
つ
か
の
都
市
で
子
ど
も
の
い
る
一
〇
代

の
少
女
の
再
度
望
ま
な
い
妊
娠
を
減
ら
す
た
め
に
、
妊
娠
し
て
い
な
い
日
一
日
に
つ
き
一
ド
ル
受
け
取
る
と
い
う
も
の
で
、
非
常
に
よ

い
結
果
が
出
て
い
る
と
い
う
。

⑩
エ
ア
コ
ン
の
フ
ィ
ル
タ
ー
交
換
を
知
ら
せ
る
赤
ラ
ン
プ

故
障
を
防
ぎ
、
高
額
の
修
理
費
の
出
費
を
抑
制
す
る
た
め
に
、
エ
ア
コ
ン
の
フ
ィ
ル
タ
ー
交
換
時
期
や
冷
蔵
庫
の
浄
水
フ
ィ
ル
タ
ー

の
交
換
時
期
を
知
ら
せ
る
警
告
ラ
ン
プ
を
点
灯
さ
せ
る
と
い
う
ナ
ッ
ジ
で
あ
る
。

⑪
苦
い
マ
ニ
キ
ュ
ア
と
ジ
ス
ル
フ
ィ
ラ
ム

爪
を
か
む
癖
を
や
め
た
い
人
に
苦
い
マ
ニ
キ
ュ
ア
を
勧
め
た
り
、
ア
ル
コ
ー
ル
中
毒
者
に
ジ
ス
フ
ィ
ラ
ム
と
い
う
、
服
用
し
て
ア
ル

コ
ー
ル
を
摂
取
す
る
と
嘔
吐
し
て
二
日
酔
い
に
な
る
薬
を
提
供
す
る
こ
と
で
、
慢
性
ア
ル
コ
ー
ル
中
毒
患
者
の
治
療
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
し

て
強
力
な
効
果
を
あ
げ
て
い
る
と
い
う
。

⑫
シ
ビ
リ
テ
ィ
・
チ
ェ
ッ
ク

一
定
の
人
々
は
、
か
っ
と
な
っ
て
怒
り
に
ま
か
せ
て
行
動
す
る
と
き
が
あ
る
の
で
、
い
わ
ゆ
る
侮
辱
的
な
四
文
字
語
な
ど
を
察
知
し

て
、「
こ
れ
は
礼
節
（
シ
ビ
リ
テ
ィ
）
に
欠
け
る
電
子
メ
ー
ル
の
よ
う
で
す
。
こ
の
メ
ー
ル
を
ど
う
し
て
も
送
り
た
い
で
す
か
？
」
と
い

う
警
告
を
自
動
的
に
発
し
た
り
、「
あ
な
た
が
二
四
時
間
以
内
に
再
送
す
る
よ
う
に
要
求
し
な
い
限
り
、
こ
の
メ
ー
ル
は
送
信
さ
れ
ま
せ

ん
」
な
ど
の
冷
静
さ
を
取
り
戻
す
時
間
を
要
求
す
る
よ
う
な
パ
タ
ー
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
シ
ス
テ
ム
が
シ
ビ
リ
テ
ィ
・
チ
ェ
ッ
ク
機
能

で
あ
る
。
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